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英国の公共図書館政策におけるローカルガバナンスへの転換の影響：
地域戦略パートナーシップと地域協定の意義と問題点

Impact of the Shift to Local Governance on the UK’s Public Library Policy: 
The Implications and Problems of Local Strategic Partnership 

and Local Area Agreement

   須 賀 千 絵
   Chie SUGA

Résumé

Purpose: In the UK, the Local Strategic Partnership （LSP） and Local Area Agreement （LAA） were 
introduced under the Blair and Brown governments as mechanisms to achieve local governance. 
This study investigates the implications and problems of these programmes from the perspective 
of public libraries.
Methods: Literature research on the programmes’ frameworks and a case study of Derbyshire and 
Reading, including interviews with the people concerned, were conducted. The case study focused 
on the structure of the LSPs, content of the plans, process of choosing LAA indicators, main part-
ners and specific contents of the partnerships, financial resources, evaluation methods, perception 
of the fact that the indicator for the library service （NI9） was selected by LAA, and the perception 
of the entire LAA institution.
Results: The following implications of the institution were found: （1） If NI9 was selected, public li-
brary policy would be treated as a priority by the corresponding local government administration; 
（2） Compared to the previous institution, the library management’s freedom expanded. However, 
certain problems were also found: （1） The process and criteria of selecting indicators were not 
clarified; （2） Partnerships were not always strategic because their contents were not prescribed in 
detail by the LAA; （3） Local priorities were not coupled with financial resource allocation; （4） Only 
part of the various types of library use was reflected in the evaluation based on the LAA.
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I.　は じ め に

A.  英国におけるローカルガバナンスの台頭
1970年代以降，福祉国家に代わる新たな政府
のあり方をめざし，世界各国で行政改革が進めら
れてきた。その中で，「ガバメント（政府）」と
「ガバナンス（統治）」を区別し，政策決定やその
実施に，多様な主体を参画させるという考え方
が，近年注目されるようになってきている 1）。こ
れは中央政府や自治体といった「ガバメント」に
よる行政から，官と民のパートナーシップによる
統治をめざすものと考えられている。ローカルガ
バナンスとは，特に地方のレベルにおけるガバ
ナンスを指す語である。英国では，保守党サッ
チャー政権以降，福祉国家の解体が進むなかで，
中央政府の規制を減らして官と民のパートナー
シップを促進するローカルガバナンスの考え方が
登場した。その後，労働党ブレア・ブラウン政権

のもとで，制度的な枠組みの整備が進められた。
官と民のパートナーシップを既存の行政活動のな
かに概念として導入しただけでなく，それぞれの
地域において，法律に基づいて関係者による意思
決定のための枠組みを用意し，全国にわたる制度
を構築して実施を担保した点が，英国における
ローカルガバナンスの特色である。
英国の公共図書館は，1964年公共図書館・博
物館法に基づき，地方自治体という「ガバメン
ト」によって設置，運営され，中央政府の担当部
局という「ガバメント」がこれを監督するという
制度のもとでこれまで発展してきた。しかしロー
カルガバナンスの導入が進む中で，これまで「ガ
バメント」のアクターを中心に運営してきた公共
図書館行政のあり方にも当然影響が生じうる。
従ってローカルガバナンスの制度的枠組みのもと
で，公共図書館の問題がどのように扱われ，今後
の図書館行政にどのような変化をもたらすかとい
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う点について，実証的な研究を進めていく必要が
あると思われる。
本稿では，英国におけるローカルガバナンスの
制度的枠組みとして，各地域に設置された官民さ
まざまな機関から構成されるパートナーシップ
組織である「地域戦略パートナーシップ（Local 
Strategic Partnership，以下 LSP）」と，地方自
治体および LSPと中央政府間で締結される協定
で，それぞれの地域における 3年間の達成目標と
補助金の配分に関する合意内容を示した「地域協
定（Local Area Agreement，LAA）」に着目し
た。両制度は，ブレア・ブラウン政権がローカル
ガバナンスを推進するうえで導入した中核的制度
であると位置づけられている 2），3），4）。

B.  LSPと LAA
1.  LSP
ブレア政権は，貧困などの問題を抱える地
域の再生に積極的に取り組み，特に問題の大
きいイングランド 88地域を対象に，2001年か
ら再生のための財源として近隣地域再生基金
（Neighbourhood Renewal Fund）を交付した。
そしてこの財源を用いて，それぞれの地域の再
生に取り組む主体として，地域のさまざまな機
関から成る LSPを基金の交付対象地域に設置し
た。その後，LSPの設置地域は徐々に拡大し，
イングランドの全地域に設置されるようになっ
た。その背景には，「持続可能なコミュニティ
戦略（Sustainable Community Strategy，以下
コミュニティ戦略）」の制度との結びつきがあ
る。コミュニティ戦略とは，2000年地方自治体
法（Local Government Act （2000））により，自
治体に策定が義務付けられた地域の長期戦略であ
る。コミュニティ戦略の策定と実施に際しては，
官民の多様な機関が参画することが求められた。
LSPは，このコミュニティ計画の策定をめぐっ
て，官民の多様な機関が政策を協議し，意思決定
する場としての機能を果たしたのである。

LSPの組織構造のあり方は法的に定められて
いるわけではなく，地域の裁量に任されている。
しかし，理事会を設置し，そのもとに政策分野別

の部会にあたるテーマ別パートナーシップを配置
する形態が一般的であった 5）［p. 123］。

2.  LAA
地域（自治体及び LSP）と中央政府の合意に
基づいて，地域の目標を具体的に設定する LAA
は，コミュニティ戦略の「短期的な実施メカニズ
ム（shorter-term delivery mechanism）」6）［p. 34］
としての機能を果たしている。全国 9箇所に設置
された政府事務所が中央政府の交渉窓口となる。
2005年から一部のパイロット地域で先行して導
入され，2007年以降，Local Government and 
Public Involvement Health Act （2007）に基づ
き，イングランドの一層制の自治体すべてと二層
制の地域の上位の自治体すべてに対し，LAAの
締結が義務付けられた（s106（1））。コミュニティ
戦略，LSP，LAAの関係は第 1図に示した通り
である。

LAAにおける目標は，合計 198の量的指標か
ら構成される「全国指標（National Indicators, 
NI）」7）を用いて設定する。この「全国指標」は，
それまで個別に作られていた行政サービスの指
標を整理，統合して作成されたもので，それぞ
れの指標は基本的にアウトカムベースで設計さ
れている。「全国指標」の中には，さまざまな分
野の公共サービスについての指標が含まれている
（第 1表）。指標を対象とするサービスのカテゴ
リ別にみると，「コミュニティの強化（Stronger 
communities）」，「安全なコミュニティの形成
（Safer communities），子どもと青少年（Children 
& young people）」，「成人の健康と福祉（Adult 
health and wellbeing）」，「社会的排除に対す
る取り組みと平等の促進（Tackling exclusion 
and promoting equality）」，「地域の経済（Local 
economy）」，「環境の持続可能性（Environmental 
sustainability）」のうち，「子どもと青少年」カ
テゴリに属する指標が 59個と最も多く，全体の
31%を占める。

2008～ 2011年の期間を対象とする LAAにお
いては，それぞれの地域が「全国指標」の中から
35個以内の指標を選び，個々の指標について，
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第 1図　コミュニティ戦略，LSP，LAAの関係

第 1表　「全国指標」に含まれる指標

カテゴリの名称 指標
の数 指標名（例）

コミュニティの強化 14
地域においてバックグラウンドの異なる人々が仲良く暮らしていると考えている人々
の比率，地域社会に所属していると感じている人々の比率，公共図書館の利用，芸術
活動への参画など

安全なコミュニティの形成 35 深刻な暴力犯罪の発生率，強盗（Serious acquisitive crime）犯罪発生率，反社会的活
動に対する認識など

子
ど
も
と
青
少
年

健康 9 子どもの精神的健康，児童と青少年の精神的健康サービスの効果，学校給食サービス
の利用

安全 13 子どもの保育の斡旋の安定性，保護計画の対象となった子どもの比率，夜間に家出し
た子どもの数など

楽しみと活動 38
19歳の第 2レベルの教育達成資格（Level 2 qualification）取得状況における不平等，
追加的支援サービスへのアクセスを提供する学校数，17歳の教育または職業訓練への
参加率など

社会への参加と貢献 6 25歳以下のクラジミアの罹患率，学校を長期欠席する子どもの割合など

経済面での福祉 3 低収入の家庭における公的保育サービスの利用率など

成人の健康と福祉 21
ソーシャルケアの利用者の利用体験，自宅での死を選ぶことができるようにするため
の適切なケアへのアクセス，査定を受けた後のソーシャルケアの提供のタイムリーさ
など

社会的排除に対する取り組みと
平等の促進 11 保護観察の期間終了時に適切な場所に定住して生活していた犯罪者，雇用・教育・職

業訓練からの離脱者，入院施設において精神的健康サービスを受けている成人など

地域の経済 34 新築・改築許可の処理，開発を行ったが 5年以上空き地のままになっている土地，職
場において必要とされている技能と雇用者が持っている技能とのギャップなど

環境の持続可能性 14 自治体が運営する施設からの二酸化炭素排出量の削減，自治体が埋め立て処理するご
みの比率，生物多様性の向上など

合計 198

注： The New Performance Framework for Local Authorities & Local Authority Partnerships: Single Set of National Indicators8）中
の全国指標一覧に基づいて作成。
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2008年の値を現状値として，2009年，2010年，
2011年の目標値を設定するよう求められた 8）。
それぞれの地域ごとに選択するこれら 35個以内
の指標とは別に，「子どもと青少年」のカテゴリ
に含まれる 17個の指標については，すべての地
域の LAAが 3年間の目標値をそれぞれ設定する
よう義務付けられた。この採用を義務付けられた
指標のことを法定指標（statutory indicator）と
呼んでいる。実際に各地域で指標の選定を行った
結果，指標間で，採用した地域の数には大きな差
異が生じた。2008/09年度の採用地域数のデータ
では，採用を義務付けられた法定指標を除く 183
個の指標のうち，イングランド 152地域中，80
以上の地域によって採用された指標が 17個（内
7個は 100以上の地域が採用）ある一方，いずれ
の地域も採用しなかった指標が 17個あった（第
2表）9），10）。
財源については，中央政府から地方に分配され
る既存の補助金を統合し，地域の実情に合わせて
柔軟に活用することが認められた 11）［p. 45‒59］。

C.  先行研究
コミュニティ・地方自治体省は，これまでに
数度にわたって，全国的な LSPと LAAの実態
調査を行い，制度の評価を行ってきた。2007～
2010年を対象とする調査では，LSPと LAAの

制度は，自治体等のパートナーによる地域の優先
的課題の共有，連携の強化，合同プロジェクト
の推進や地域の実情に即したサービスへの改善
などの点での成果があったことが報告されてい
る 12）。またこのほかに，LAAにおいて，補助金
を統合して活用することができるようになったこ
とで，財政的な自由度が拡大した点なども評価さ
れている 13）［p. 158］，3）［p. 156‒157］。
同時に，先行研究では，LSPや LAAにはいく
つかの問題点があることも指摘されてきた。
第一には，理事会のメンバーは選挙で選出
されているわけではなく，民主的正当性の点
からも疑問が残るという点である 3）［p. 153］，13）

［p. 154‒155］，14）［p. 82］，15）［p. 60‒61］。第二には，
LSPはパートナーの集合体であることから，責
任の主体がどこにあるのか不明確であるという点
である 12）［p. 40‒41］，16）［p. 24］。第三には，LSP
の活動のための資源が不足している点である 13）

［p. 154］，17）［p. 151‒152］，18）［p. 43‒45］。近隣地域
再生基金以外には LSPの活動に用いることので
きる新規の財源はほとんどなく，基金の交付対
象外の地域では，特に財源不足の問題が深刻で
ある。第四には，中央政府によるトップダウン
で制度が導入され，LAAにおける指標の選択
や LSPの組織構造等において中央政府による誘
導が強いという点である 1）［p. 261］，3）［p. 164］，14）

第 2表　採用地域数別にみた指標の数

指標が属するカテゴリの名称
80以上の
地域が採用
した指標

40～ 79 の
地域が採用
した指標

1～ 39 の
地域が採用
した指標

どの地域も採用
しなかった指標 合計

コミュニティの強化 3 3 8 0 14
安全なコミュニティの形成 3 8 17 7 35
子どもと青少年 3 4 40 6 53
成人の健康と福祉 4 3 14 0 21
社会的排除に対する取り組みと平等の促進 0 1 10 0 11
地域の経済 3 5 24 2 34
環境の持続可能性 1 4 8 2 15
全分野の合計 17 28 121 17 183
注 1： LAA Targets Matrix̶Index. 20099）に基づいて作成。
注 2：「子どもと青少年」のカテゴリには，上記の他に，すべての自治体に採用を義務付けた指標 16個がある。
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［p. 91‒92］。第五に，自治体や警察などの公共機
関に比べ，LSPへの地域・ボランティア組織の
参加が少ない点である 1）［p. 208］，18）［p. 64‒67］。
しかしこれらの調査や研究は，いずれも制度全
般を対象とするものであり，公共図書館分野にお
ける制度導入の影響や問題点について，個別に知
ることはできない。
図書館に焦点をあてた研究としては，博物館・
図書館・文書館評議会による研究がある 19）。こ
の研究は博物館・図書館・文書館分野を対象に
したもので，LAAにおける扱いや関係者間の認
識について調べるために，専門職員，自治体の
LAAの責任者（lead officer），LAAに参画した
パートナー機関の職員に対するアンケート調査
（回答者合計 225名）と 17地域への訪問調査を
行っている。結果の概要は下記の通りである。
• LSPの組織において，博物館・図書館・文書
館分野は，「子どもと青少年」「コミュニティ
の強化」「成人の福祉」などのテーマ別パート
ナーシップの担当となることが多い。10地域
で文化分野単独のパートナーシップを設定して
いることが確認された。

• 博物館・図書館・文書館は，LAA，LSP，コ
ミュニティ戦略のいずれにおいても，重要な分
野であるとは認識されていない。

• パートナーシップの構築を進めるかどうかを決
定する要素として，サービスの実績も重要であ
ると認識されている。

• 意思決定の場に，文化について擁護してくれる
人が少ない。

• LAAの 35指標に博物館・図書館・文書館分
野に関する指標を選択しなかった理由として，
LAAにおける優先課題に文化がいかに貢献し
ているかを示すことが難しいこと，全国指標の
ひとつである「公共図書館の利用に関する指標
（National Indicator 9： Use of public libraries, 
以下 NI9）」はパートナーシップを要する指標
であると考えられていないこと，他に重要な問
題があること，すでに高い評価を得ているこ
と，指標そのものに疑問があることなどが指摘
されている。

• 博物館・図書館・文書館分野からの働きかけだ
けでは，LAAへの博物館・図書館・文書館分
野関連の指標の選定を実現することはできな
い。博物館・図書館・文書館分野関連の指標を
選択した地域においては，その背後に，強い政
治的意向や幹部の努力があった。
このほかに，個別の地域を対象としたものとし
て，LAAに公共図書館に関する指標が採用され
た Derbyshireの事情について紹介した文献があ
る 20）。これらの文献は，LSPや LAAの制度の
もとで図書館がどのように扱われているかを知る
うえで，有益な資料である。しかし，LAAにお
ける指標選択の過程，図書館の指標を採用した根
拠，図書館に関わるパートナーシップの具体的内
容，指標において問題であると感じている点など
については明らかになっていない点も多く，公共
図書館行政における LSP及び LAAの制度導入
の意義や問題点を知るうえで限界がある。

D.  研究の目的と方法
本研究の目的は，図書館と LSP及び LAAの

制度の関わりを検証することを通し，英国の公共
図書館行政におけるローカルガバナンスの導入の
意義と問題点を明らかにすることである。
研究の方法は次の通りである。まず，文献調
査をもとに，LSPと LAAの制度の導入による全
国的な公共図書館政策の変化について分析した
（第 II章）。次に，それぞれの地域における制度
運用の実際について知るために，Derbyshireと
Readingの 2地域を対象とする事例調査を行っ
た。事例調査においては，文献調査及び関係者へ
のインタビュー調査の方法を用いて，それぞれの
地域における LSPの組織構造，LAAの指標選択
の過程，公共図書館分野に関与するパートナーや
具体的な連携の内容などについて，実証的な分析
を行った（第 III章）。最後に，これらの調査の
結果に基づいて考察を行った（第 IV章）。

II.　LSPと LAAの制度と公共図書館政策

A.  LAAの制度における図書館評価
LAAの制度を導入する以前，さまざまな公共
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サービス分野に，それぞれ独自のサービス基準が
設定され，それぞれの分野で個別に評価が行われ
ていた。公共図書館分野にも，公共図書館に関す
る量的指標とそれらの目標値から構成される公
共図書館の全国基準（Public Library Standards）
があり，それぞれの自治体には，この基準の達
成状況を，毎年，文化・メディア・スポーツ省
（Department for Culture, Media and Sport）に
報告する義務が課せられていた 21）。

LAAの制度導入に際し，公共図書館の全国
基準のような対象分野を限定した基準を整理・
統合して，「全国指標」が新たに作成され，そ
の「全国指標」のひとつとして，公共図書館の利
用に関する NI9が設定された。NI9は，16歳以
上の住民のうち，「過去 1年に図書館を利用した
ことがある」と回答した者の割合と定義され，
Sports Englandの Active People調査により，
LAAに NI9を採用した自治体については 2000
名，それ以外は 500名を無作為抽出してその値
を測定した。2008年の NI9の値が最も高い地域

は，Harrow（58.4%）であり，最も低い地域は，
Stoke-on-Trent（37.6%）で，全国平均は 48.5%
であった 22）。
文化・メディア・スポーツ省の管轄するサー
ビス領域からは，NI9のほかに，「NI8 スポーツ
と活動的レクリエーションへの参加」，「NI10 博
物館・美術館への来館」，「NI11 芸術活動への参
画」の 4つが「全国指標」に採用された。全イン
グランド 152地域中，82地域が「NI8 スポーツ
と活動的レクリエーションへの参加」，24地域が
「NI11 芸術活動への参画」，10地域が「NI9図書
館の利用」，2地域が「NI10 博物館・美術館への
来館」を，それぞれ LAAに採用した（2008/09
年度）9）。

NI9を選定した 10地域は第 3表の通りであ
る。これらの 10地域は，NI9の値がおおむね平
均よりやや低いという点で共通しているものの，
自治体構造，人口，図書館数などには共通の傾向
は見られない 23），24）。

第 3表　LAAにおいて NI9を選択した自治体

自治体名 自治体の構造 人口 図書館数 NI9の実績値
（2008 baseline）

Barnsley Metropolitan District
（一層制） 224,600 18 37.9%

Derby Unitary Authority
（一層制） 237,900 11 47.7%

Derbyshire County Council
（二層制） 758,200 45 46.1%

Greenwich London Borough
（二層制） 223,100 14 48.9%

Hartlepool

Unitary Authority
（一層制）

91,400 7 48.1%
Herefordshire 178,400 8 47.9%
Reading 143,700 7 46.5%
Rutland 38,400 4 51.9%
Thurrock 150,000 10 46.8%
Westberkshire 150,700 9 45.1%

イングランド全 149自治体の平均 48.9%
注 1：  人口と図書館数は，Public Library Statisitics 2007‒08 Actuals23）による。NI9の実績値は， National 

Indicators 8, 9, 10 and 11: Interim progress: Statistical Release24）による。
注 2：  図書館数は，週 10時間以上開館している図書館数の合計。移動図書館数は含まれていない。
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B. LSP及び LAAの制度導入による公共図書
館政策の変化

LSP及び LAAの制度を中核とするローカルガ
バナンスの導入により，英国における公共図書館
政策は次のように変化した。まず，政策目標とな
る指標を選定する主体は，それぞれの地域レベル
においては，自治体から LSPに移行した。また
全国レベルにおいては，これまで行政分野別に縦
割りに実施されていた行政評価が一本化されて，
コミュニティ・地方自治体省に権限が集約された
結果，公共図書館を管轄する文化・メディア・ス
ポーツ省は，政策目標の選定に関与する権限を失
うことになった。1964年公共図書館・博物館法
においては，自治体が図書館を設置，運営し，中
央政府の担当部局（現在は文化・メディア・ス
ポーツ省）の大臣がこれを監督するという法的枠
組みが設定されているが，LSP及び LAAの制度
の導入により，その枠組みの一端が崩れたことに
なる。次に，公共図書館の指標を政策目標として
選定すること自体が，すべての自治体に課せられ
た義務から地域の裁量に変わった。公共図書館
サービスに関する全国基準の場合は，すべての自
治体がこの基準を達成することが求められた。し
かし LAAのもとでは，NI9を採用するかどうか
は地域の選択に任された。
また目標レベルも，従来の全国基準のもとで
は，文化・メディア・スポーツ省がほぼ全国一律
に定めていたのに対し，LAAの導入によって，
各地域の裁量で自由に設定できることになった。

III.　事 例 調 査

A.  調査の対象と方法
2008～ 2011年の期間を対象とする LAAにお

いて，NI9を採用した 10地域の中から，人口や
面積，自治体の構造，地域特性などが異なる地域
となるように配慮し，最終的に，Derbyshireと
Readingを調査の対象に選択した。両自治体の主
要な図書館統計の値は，第 4表に示した通りであ
る。

1.  調査対象地域の概要
a.  Derbyshire
Derbyshireはイングランド中東部に位置し，
面積は 2550.8 km2，人口は 758,200人（2009年
当時）である。行政区域内には広大な国立公園
があり，典型的な田園地帯である。Derbyshire
地域の自治体構造は二層制で，広域自治体の
Derbyshire County Councilのもとに，基礎自治
体である 4つのディストリクト（district）が設
置されている。2009年当時の政権与党は保守党
である。

b.  Reading
Readingはイングランド南東部に位置し，面積
は 40.4 km2，人口は 143,200人（2009年当時）で
ある。ロンドンから電車で 2時間という交通の便
のよさから，商業都市として発展してきた。自治
体構造は一層制で，ユニタリー自治体（unitary 
authority）25）である Reading Borough Councilが

第 4表　Derbyshireと Readingの図書館統計

Derbyshire Reading イングランド
全 149自治体の平均

図書館数（週に 10時間以上開館する館） 45 7 21
職員数（常勤職員換算） 252.5 57.0 141.0 
所蔵冊数（図書のみ） 964,518 287,963 533 
人口千人当りの所蔵冊数 1,272 2,004 1,555
年間貸出冊数 3,873,809 903,611 1,764,755 
人口千人当りの年間貸出冊数 5,109 6,288 5,147 

注：  Pubic Library Statisitics 2007‒08 Actuals23）による
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単独ですべての自治体機能を担っている。2009
年当時の政権与党は労働党である。

2.  調査の方法
文献調査とインタビュー調査を実施した。ま
ず，文献や webサイトなどからそれぞれの地域
の LSPと LAAについての情報を収集した。続
いて図書館サービスをめぐるパートナー間の連
携，図書館運営の立場からの LAAに対する認識
などについて知るために，関係者に対するインタ
ビュー調査を実施した。インタビュー調査のため
に現地を訪問した際に，計画文書などの関連資料
も併せて入手し，分析の際に用いた。
インタビュー調査は，LSPの中で図書館を担

当するテーマ別パートナーシップの議長と，自治
体において図書館が属する部門の責任者にあた
る人物を対象に実施した。通常，自治体内のレ
ジャー部門や文化部門の一部署として図書館が位
置付けられており，LSPのように自治体全体に
関わる政策決定については，サービスの現場の責
任者である図書館長よりも，これらの部門の責任
者の方が詳しい事情を知っていると思われること
から，図書館長ではなく，その上司にあたる人物
をインタビュー対象に選定した。2009年 9月 7
日に Derbyshire，同 11日に Readingを訪問して
調査を実施した。

Derbyshireでは，図書館を担当するテーマ
別パートナーシップの長を務める Derbyshire 
County Council議会の Andrew Lewer議員（保
守党），自治体の文化・コミュニティサービ
ス部門の最高責任者である戦略ディレクター
（Strategic Director）のMartin Molloy氏及び同
部門のアシスタント・ディレクター（Assistant 
Director）の Robert Gent氏の 3名を対象に，イ
ンタビュー調査を行った。Readingでは，図書
館を担当するテーマ別パートナーシップの長を
務める Reading Borough Council議会の Graeme 
Hoskin議員（労働党），自治体の文化・スポー
ツ部門において文化分野の最高責任者（Head of 
Culture）である Amar Dave氏の 2名にインタ
ビュー調査を実施した（肩書はいずれも調査時

のもの）26）。インタビュー調査の結果を示す際に
は，インタビュー記録を識別する記号，発言番
号，発言者の識別記号を組み合わせた記号を付
した（例　D2_19M）。D1は Derbyshireの Gent
氏，D2はMolloy氏 と Gent氏，D3は Lewer議
員 と Gent氏，R1は Readingの Dave氏，R2は
Hoskin議員を対象とするインタビュー調査の記
録であることを示し，それぞれの姓の頭文字を発
言者の識別記号として用いた。

B.  LSPの組織構造
両自治体とも LSPは，全参加機関から構成さ
れる総会をトップに，主要機関から構成される理
事会，政策分野ごとにテーマ別パートナーシップ
を置くという構造をとっている。このような組織
構造は，前章に述べたようにほぼ全国に共通する
形態である。

Derbyshireの場合，LSPの組織構造は第 2図
に示した通りである。LSP全体の意思決定を行
う総会（Derbyshire Partnership Forum），総
会に対して具体的な戦略の提案を行い，実施状
況を報告する理事会（Derbyshire Partnership 
Forum Board），総会や理事会の決定に基づい
て戦略の実施にあたる執行理事会（Derbyshire 
Partnership Forum Executive）， 各 分 野 の
実務を担当するテーマ別パートナーシップ
（Thematic Partnership）の 4層構造である。
テーマ別パートナーシップとして，治安問題を
担当する「安全なコミュニティ」パートナー
シップ（Safer Communities Partnership），公共
サービスの改善を担当する「改革」パートナー
シップ（Transformational Partnership），「健
康と福祉」パートナーシップ（Health and Well 
Being Partnership），「文化」パートナーシップ
（Cultural Partnership），「子どもと青少年」パー
トナーシップ（Children and Young People’s 
Partnership），環境問題を担当する「持続可能な
コミュニティ」パートナーシップ（Sustainable 
Communities Partnership）が設置された。この
うち，「文化」パートナーシップが公共図書館を
担当した。
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理事会，執行理事会，「文化」パートナー
シップの構成員は第 5表に示した通りである。
Derbyshireの LSPには，カウンティ，ディスト
リクトといった行政機関，ボランティア団体，
職業紹介機関（Job Centre Plus），スポーツ振興
を目的とした機関，農業労働者の組合（National 
Farmers Union），大学，警察，初期医療トラス
ト（Primary Care Trust）27）などの保健機関，国
立公園の管理事務所，中央政府の出先機関にあた
る East Midlands地域の政府事務所，宝くじ基金
など，合計 55の機関が参加した。

Readingの場合もほぼ同じ構造であるが，テー
マ別パートナーシップは 9つ設置され，このう
ち「文化・レジャー・スポーツ」パートナーシッ
プが公共図書館政策を担当した 28）。ただし博物
館・図書館・文書館評議会による研究でも示され
ているように，LSPに文化分野の理事会が設け
られている Derbyshireや Readingのようなケー
スは，全国でもごく一部である 19），29）。

Derbyshire，Readingとも LSPの議長はそれ
ぞれの議会の議員が務め，LSPの意思決定は議
員を中心に進められる体制であった 30）。LSPに
おける議員の役割について，Readingの Hoskin
議員は，「最終的な決定（having the final say）
をし，戦略的な方向性を与え，何を優先すべきか
について述べる」（R2_17H）ことであると表現し

ている。
ただし最終的な決定に先立って関係者間の調
整を行い，その結果をもとに計画案の策定や
実施の実務を担うのは自治体の職員である。
Derbyshireの Gent氏は，文化・コミュニティ
サービス部門アシスタント・ディレクターの立場
から，自らの役割を次のように説明している。

（LSPにおいて）私のような立場の者（注：
文化・コミュニティサービス部門アシスタ
ント・ディレクター）が，事務総長の部
局（Chief Executive Department）や他の
自治体の職員と緊密に協力し，計画策定の
歩調を合わせようとしてきた。それは，コ
ミュニティ戦略から導き出した優先的課題
（priorities）を実現する（deliver）ためであ
るだけでなく，私達の事例においては，文化
が多様な優先的課題に貢献することを示すた
めでもあった（D3_15G）。

ただ Derbyshire，Readingとも，図書館長は
LSPに参画しておらず，議論に直接参加するこ
とはできない。Derbyshireの場合，LSPに出席
する自治体職員は，図書館が属する文化・コミュ
ニティサービス部門の戦略ディレクター並びにア
シスタント・ディレクターまでである。Reading

第 2図　LSPの組織構造（Derbyshire）
注： 2009年 9月に現地を訪問した際に入手した資料に基づいて作成。
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では，図書館長の上司にあたる文化部門の最高
責任者（Head of Culture）も参加していない
（R1_15D）31）。Derbyshireでは，文化・コミュニ

ティサービス部門の戦略ディレクター，アシスタ
ント・ディレクターとも，元図書館員であった
が，このようなケースはむしろ例外であり，一般

第 5表　LSPの構成員（Derbyshire）

総会
議長 Andrew Lewer議員

構成機関 計 55機関

理事会

議長 LSPの議長　（Andrew Lewer議員）

その他の
構成員

各テーマ別パートナーシップの議長　
Derbyshire警察管理委員会（Police Authority）の長（Chair） 　
Derbyshire初期医療トラストの長 （Chair）　
Derbyshire消防管理委員会（Fire Authority）の長 （Chair）　
公共，民間，ボランティア団体の代表（4名）　
East Midlands政府事務所の担当者（オブザーバーとして参加）

主任担当官 各テーマ別パートナーシップの主任担当官
（6名，投票権はなし，含Martin Molloy氏）

執行理事会

議長 Derbyshire County Council（DCC）の事務総長
（Chief Executive，職員の中の最高責任者）

その他の
構成員

District/Borough Councilの事務総長（2名）　
East Midlands政府事務所の代表
East Midlands 地域開発公社の代表　
Derbyshire警察（Constabulary）の本部長（Chief Constable）　
Derbyshire消防局の本部長（Chief Fire Officer）　
Derbyshire保護監察局の首席保護観察官 （Chief Probation Officer）
Derbyshire 初期医療トラストの事務総長　
Tameside and Glossop 初期医療トラストの事務総長　
ボランティア・地域団体の代表　
民間機関の代表　
各テーマ別パートナーシップの主任担当官（6名　含Martin Molloy氏）

「文化」
パートナーシップ

議長 Andrew Lewer議員

その他の
構成員

District/Borough Councilの議員（9名）　
District/Borough Councilの関連部署の職員（10名）　
Derbyshire Sportの代表　
Derbyshire初期医療トラストの公衆衛生担当次長 
（Associate Director of Public Health）　

Regional Partnershipsの代表 兼 Arts Council England, East Midlandsの代表
第三セクターの代表　
ボランティア・地域団体の代表　
Peak District国立公園の管理部長（Director of Operation）

助言者

DCCの関連部署の職員（7名）　＊図書館長含まず　
East Midlands政府事務所の代表　
Derbyshire Arts Partnership（芸術活動の推進を目的とした Derbyshire管内の
自治体の連合組織）の代表

主任担当官 DCC文化・コミュニティサービス部門戦略ディレクター （Martin Molloy氏）

事務局 DCC文化・コミュニティサービス部門アシスタント・ディレクター
（Robert Gent氏）

注：  2009年に現地を訪問した際に入手した資料に基づいて作成。
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には，LSPの議論の場に図書館の実務経験者は
ほとんどいない。

C.  計画の体系と図書館に関する記述
前章で述べたように，LSPはコミュニティ
戦略を決定，実施する役割を担っている。
Derbyshire，Readingとも，このコミュニティ戦
略を最上位の計画に位置付け，自治体全体の計
画，自治体内の各部門の計画など，さまざまな経
営計画を互いに関連付けている。各計画における
図書館に関する記述は第 6表の通りである。

Derbyshireの 場 合， コ ミ ュ ニ テ ィ 戦 略
（Derbyshire’s Sustainable Community Strategy 
2009‒2014）32）や自治体の経営計画（Derbyshire̶
Leading the Way: Council Plan 2010‒2014）33）に
おける図書館についての言及は抽象的な内容に留
まっている。両者の具体的取り組みの項目には，図
書館だけでなく，文化遺産，スポーツ，遊歩道など
のさまざまな分野にわたる取り組みが包括的に示
されている。自治体の文化分野に関する経営計画
（Cultural and Community Services Department 
Service Plan 2009‒2014）34）には，図書館の項に，
具体的なサービスや設備についての言及が見られ
る。

Readingも， コ ミ ュ ニ テ ィ 戦 略（Shaping 
Reading’s Future: Sustainable Community 
Strategy 2008‒2011）35）には図書館についての記
述はない。自治体の経営計画（Corporate Plan 
2008/09）36），地域及び自治体の文化分野の経営
計画（Reading Cultural Strategy）37） （Reading 
Borough Council Service Plan 2009‒2012: 
Culture）38）における図書館に関する記述は，
Derbyshireに比べて詳細で，具体的な作業目標
も設定されている。また図書館では，NI9達成の
ための独立した行動計画 39）を作成し，図書館の
利用を拡大するためのさまざまな取り組みをリス
トアップしている。
いずれの自治体においても，コミュニティ戦略
は包括的・抽象的内容に留まり，コミュニティ戦
略の記述からは LAAの個別の指標の選択理由は
わからない。Derbyshireでは，LAAの指標，目

標値，それぞれの達成に協力するパートナーの一
覧を文書 40）にまとめているが，個々の指標の選
択理由までは書かれていない。自治体の経営計画
や地域・自治体の文化分野の経営計画には，ある
程度，図書館に関して具体的記述がなされている
場合もあるが，LSPや LAAとの関係は明確でな
い。 

D.  LAAの指標選択の過程
LAAにどの指標を選択するかは，LSP内の話
し合いによって決定される。実質的な議論は各
テーマ別パートナーシップで行われ，理事会で最
終的な決定がなされる。

Readingの Hoskin議員によれば，選択に際
しては，例えば貧困や格差といった，地域全体
としての優先的課題が考慮された（R2_18）。地
域の優先的課題については，LAA導入以前か
ら，コミュニティ戦略の策定などを通し，それぞ
れの地域において議論が積み重ねられてきた。
Derbyshireの Gent氏は次のように述べている。

こ れ（注： LAA） は， 何 も な い と こ ろ
（vacuum）から出てきたわけではない。な
ぜなら，私たちは，何年にもわたって，持続
可能なコミュニティ戦略を実践してきた経
験を持っていたからだ。戦略とは，地域に
とっての優先的課題とは何かについて，パー
トナーシップ（注： LSP）で合意した内容に
基づくもので，その背後には，多くの住民か
らのエビデンスとパブリック・コンサルテー
ションがある（D2_21G）。

同時に，Readingでは，LAAの達成度に応じ
て中央政府から報奨金が支払われることから，目
標が達成可能であるかどうかという点も，選択の
際に考慮された。Readingの Hoskin議員は次の
ように述べている。

私達が達成可能と思われる優先的課題を，
（LAAに設定する目標として）選択してい
るというのも事実である。なぜなら，（中
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第 6表　計画体系と図書館に関する記述
Derbyshire Reading

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
戦
略

名
称

Derbyshire’s Sustainable Community 
Strategy 2009‒2014

Shaping Reading’s Future: Sustainable Community Strategy 
2008‒2011 

図
書
館
に
関
す
る
記
述

5つのテーマごとに，優先的課題と課題
解決のための複数の具体的な取り組みを
設定。
テーマ：文化
優先的課題：芸術，スポーツ，文化，レ
ジャーの機会に参画する人々を増やす
具体的な取り組み：コミュニティの空間
としての価値を認識したうえで，公共図
書館の利用を増やし，またパートナーと
協働して，新しい技術の活用や共同での
サービス提供を進める

9つのテーマごとに，優先的課題を複数設定。　
テーマ：文化・レジャー・スポーツ
優先的課題： Readingの文化的活動の参加者を増やす
進捗を測るための指標： NI9　図書館の利用

自
治
体
の
経
営
計
画

名
称

Derbyshire̶Leading the Way: Council 
Plan 2010‒2014

Corporate Plan 2008/09

図
書
館
に

関
す
る
記
述

19の優先的課題を設定　
優先的課題：文化的機会の豊かなカウン
ティ
4年間に行う業務：文学，芸術，文化を
目的とする図書館利用の拡充

9つのテーマごとに，優先的課題を複数設定。
テーマ：文化・レジャー・スポーツ
戦略的目標：文化的活動の参加者を増やす
主要な活動（進捗を測るための指標）：図書館の開館時間延長と資本
的投資の拡大（開館時間の延長，Battle Library改装）

自
治
体
の
文
化
分
野
に
関
す
る
経
営
計
画

名
称

Derbyshire County Council. Cultural 
and Community Services Department 
Service Plan 2009‒2014

1.   Reading’s 
Cultural 
Strategy 

2.  Reading Borough Council Service Plan 2009‒
2012: Culture

図
書
館
に
関
す
る
記
述

求職者支援の拡充，セルフサービス機器
の設置，Sure Startへの図書館員の関与
の拡大，無料での学習機会の保持，利用
者用コンピュータの定期的なメンテナン
スやアップグレード

図書館に
関する
記述なし

現在の優先的課題：わらべ歌の時間などの新規サー
ビスの導入，Battle Libraryの改装
現状（2007/08年度実績→ 2008/09年度目標）：
　＊ 人口千人当り開館時間　102.4 → 106.6時間
　＊ 人口千人当り来館者数　5,254 → 5,448人　
　＊ 来館あたり費用　£3.25 →£3.25（現状維持）
　＊ 宝くじ基金を用いての Battle Libraryの改装の
実施　

2009/2010年度のサービス目標： NI9　
図書館の利用（目標値記載有）　
目標達成のための主要な活動（活動測定の指標）：
　＊ 開館時間の改善（延長した開館時間），　
　＊ 児童のための活動の増加（わらべ歌の時間の拡

充），　
　＊ 成人のための活動の増加（著者を招いてのイベ

ントやフェスティバルの拡充），　
　＊ 効果的な図書館のプロモーション（相互プロ

モーションのための共同事業の実施や ITの活
用）（目標値記載なし）

そ
の
他

名
称

（該当する文書なし） Library Plan for NI9（2009/10 Draft）

図
書
館
に
関
す
る
記
述

　 1. 施設の改善　
2. 職員のカスタマー・ケアの向上
3. 既存のサービスの拡充及び新規サービスの導入
4. パートナーシップの開拓
5. ニーズに対応したサービスへの改革
6.  資源の有効活用（best value），NI9の目標達成のための資源の活用
7.  効果的なプロモーション
（各項目の個別の事業については省略）
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略）各目標について報奨金を受けることがで
き，改善できるかどうかという点に基づい
て，私達が何を選ぶかが規定されるからであ
る。実際に測定可能かということと，それ
が達成可能かということは，選択する目標
（を何にするかという問題）に影響している
（R2_18H）。

Readingでは，当初，文化分野の 3指標（NI9
「公共図書館の利用」，NI10「博物館・美術館へ
の来館」，NI11「芸術活動への参画」）のすべ
てを選択することを検討していたが，最終的に
は図書館に関する NI9だけとなった。職員の
Dave氏は，NI9だけが選択された理由のひとつ
に「（図書館が）今までもうまくやってきたこと」
（R1_1D）を挙げ，Hoskin議員と同様に，図書館
の実績が考慮されたことを示唆している。

LAAの選択は，さまざまな関係者の意見調整
を経て行われた。例えば，二層制の自治体構造を
とる Derbyshireでは，LAAに図書館関係の指
標を採用することについて，当初ディストリクト
から反対があった。最終的には，ボランティア機
関の賛同を得て，NI9を LAAに採用することが
決まった。DerbyshireのMolloy氏は，その経緯
を次のように説明している。

ディストリクトは，公共図書館を選択するこ
とを好まなかった，なぜなら，彼らは図書館
を非常に狭い分野だと考えており，カウン
ティが責任を持つべき分野だと考えていたか
らだ。一方，第三セクター，ボランティアセ
クターは，このような考え方は，公共図書館
をとらえるうえで非常に後ろ向きであると，
熱心に意見を述べた。彼らにとって，公共図
書館はコミュニティの中心（heart）で，優
れた公共図書館はコミュニティについていろ
いろなことを教えてくれ，会合を開くことが
でき，さまざまな事柄についての助言セン
ターとなっている（D2_19M）。

一方，Readingの場合，図書館を LAAに取り

上げることについて，LSPに参加する機関間で
議論をすることはほとんどなく，自治体の職員や
議員の主導で議論が進められた。

図書館については，意思決定はカウンシル内
で行われた部分が多かった。カウンシルが図
書館を運営しているという理由からである。
もっと他の人々を頼ることもできたが，私達
はそうしなかった。つまりカウンシルとその
職員の主導でなされ，議員とカウンシル内の
管理職の要望に基づいていた。一方，犯罪
と無秩序に関するパートナーシップでは，
警察が非常に大きな役割を担っていて，協
働（のあり方）や，どのような点が優先事項
となるかという点で大きな役割を担ってお
り，議員や自治体職員の関与は小さかった
（R2_15H）。

Readingの Hoskin議員は，「不平等や貧困な
ど，中央政府から互いに似た内容の優先的課題を
与えられているから，距離が近い」警察や健康
サービスなどが参加する分野では，LAAの選択
をめぐる議論が，図書館の場合よりも「もっと協
調的（collaborative）な過程」であろうと述べて
いる（R2_19）。それらの組織に比べ，図書館に
関しては，組織目標において共通性があり協力の
余地がある組織が少ないと感じられている様子が
うかがえる。
実際に指標を決定するまでに，自治体の担当者
は，多くの関係者の了解をとりつけなくてはなら
ない。DerbyshireのMolloy氏は，文化・コミュ
ニティサービス部門の責任者という立場から，そ
の過程を次のように説明している。

他の職員，戦略ディレクターを納得させた
うえで，East Midlandsの政府事務所を納
得させ，さらに，Derbyshireの優先的課題
として進めていくことについて，事務総長
（Chief Executive）や議員の合意をとりつけ
なければならないのだ（D2_18M）。
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Derbyshire，Readingとも，中央政府の交渉
の窓口となる政府事務所が，LAAの指標の選択
において具体的な要望を出すなど，大きな影響
力を持っていた。Derbyshireの Lewer議員と
Readingの Hoskin議員は，次のような例を挙げ
て政府事務所の関与について説明した。

（35指標の選択の）背後には，政治的現実が
あり，言わば，議員や職員など，多くの人が，
Derbyshireにとって，最適かつ目標達成に
向けて最も効果的な指標を設定する努力をし
ただけでなく，政府事務所を通じての中央政
府の関与があった。中央政府とは距離を置い
た（arm’s length）関係であるものの，いく
つかの優先的課題については，採用して欲し
いと明確な意思表示がなされた（D3_9L）。

私達が設定したいと思っていた優先的課題
は，健康と平等（注：格差是正）に関するも
のであった。（中略）私達がやりたかったこ
とのひとつは，最も貧しい地域における身体
的活動やスポーツ参加率の増加であったが，
South Eastの政府事務所が，最も貧しい地
域だけに限定した目標を設定してはいけな
い，街の全部をカバーしなければならないと
私達に言った。つまり，目標に向かってどの
ように資源を振り分け，実施していくかとい
う点で，私達は制約を受けた（R2_12H）。

LAAでは，採用する指標の種類だけでなく，

それぞれの目標値についても中央政府と合意する
必要がある。Derbyshireの文化分野のテーマ別
パートナーシップの議事録には，NI9の目標値を
めぐる話し合いにおいて，中央政府から目標値の
具体的な目安として，現状より 3%向上という具
体的な数値が出されたことが示されている 41）。
以上のように，LAAの指標選択や目標値の
設定には，地域の優先的課題，目標の達成可能
性，関係者の意向が影響を及ぼした。Readingと
Derbyshireでは，関係者の意向が影響を及ぼす
程度に違いがみられるものの，いずれにおいて
も，政府事務所を通じて伝えられる中央政府の意
向は，指標の選択や目標値の設定において一定の
影響力を持っていた。

E.  主要なパートナーと連携の内容
LAAにおいて選択された個々の指標につい
て，中心となる推進主体（lead partner）と，
協力パートナーが明記される。Derbyshireの
NI9のパートナーが 7機関にわたるのに対し，
Readingでは 1機関のみであった（第 7表）。
Derbyshireの NI9のパートナーには，公共図
書館の運営に直接関わらないディストリクトや
Highways Agencyなどの機関も含まれている。
しかしこれらのパートナーは，LAAの締結に
際し，具体的に図書館との連携内容まで取り決
めているわけではない。例えば，Derbyshireの
Gent氏とMolloy氏は，Highways Agencyと図
書館との連携について，Highways Agency側で
は，道路整備を通して，図書館へのアクセスを確

第 7表　NI9達成のためのパートナー
Derbyshire Reading

自治体 Derbyshire County Council
South Derbyshire District Council

Reading Borough Council

エージェンシー 博物館・図書館・文書館評議会
Highways Agency
East Midlands Development Agency

博物館・図書館・文書館評議会

ボランティア・地域団体 Third Sector Support for Derbyshire
Derbyshire Arts Partnership

注： 2009年に現地を訪問した際に入手した資料に基づいて作成。
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保するという貢献ができる，また図書館を道路開
発などの情報提供の拠点として活用する，といっ
た連携を考えているのではないかと述べている
が，これらはあくまで自治体の側からの推察に留
まっている（D2_32G）（D2_35M）。
また LAAの目標達成のために協力を求める機
関は，LAAに規定された協力パートナーだけに
限られるわけでもない。Readingの「NI9達成の
ための図書館計画」には，「目標達成のための具
体的アクション」のひとつに，「パートナーシッ
プの機会を模索する」の項目があるが，連携を
図るパートナーとして，Age Concern Berkshire 
（高齢者福祉サービスを提供する機関），初期医
療トラスト，New Directions（成人教育サービ
スを提供する機関）など，協力パートナー以外
の機関の名も多数挙がっている。Derbyshireで
も，LAAにおいて協力パートナーになっている
South Derbyshire以外のディストリクトとの連
携も進めている。Derbyshireの Gent氏は，ディ
ストリクトとの連携の例について，次のように説
明している。 

私たちは，ディストリクトのサービスに関す
る情報提供のレベルを上げるために，ディス
トリクトと協力している。たとえば，North 
East Derbyshireは，この地域の伝統産業で
ある石炭産業がなくなって，多くの失業者が
でたことで，最近，経済上の問題を抱える
ディストリクトだ。このディストリクトで
は，サービスを受けることができるアクセス
ポイントの数が限られているため，（中略）
公共図書館が（ディストリクトのサービスと
住民の）接点（contact point）として使用さ
れている。リーフレットの展示をしたり，
ディストリクトから職員が（図書館に）来
て，下院議員や弁護士などとの面談について
助言をしたりしている（D2_48G）。

図書館とディストリクトの具体的な連携の内容
としては，サービスや情報提供の「場」として図
書館を活用することのほか，図書館の行事に参加

した子どもにディストリクトの運営するレジャー
センターの利用券を配布するなど，互いに，行
事や施設の PRに協力する例などが挙げられた
（D2_49G）。

Derbyshireでは，地域のボランティア機関と
も，これまでの実績の延長線上に，市民相談室
（Citizens Advice Bureau）42），全国的な女性ボラ
ンティア団体であるWomen’s Royal Voluntary 
Service，Age Concernなど，さまざまな機関と
の連携を進めたいと考えている（D2_23G）。協力
パートナーとそれ以外を特に区別して考えている
わけではない。具体的な連携の例としては，図書
館の業務の一部をボランティアが担う例 43），図
書館の施設等の資源をボランティアが活用する
例があげられた。後者について，Derbyshireの
Gent氏は次のように説明している。

現場や非法定セクターにはさまざまな地域組
織がある。私たちは，コミュニティに基盤を
持つ多くの組織に意見を求めており，それら
の組織は定期的に私たちの施設を使ってい
る。施設を使う理由は，私たちの持つ資源に
アクセスしたいから，また研修設備を使いた
いから，彼らの行っていることを PRしたい
から，展示会を実施したいから，ボランティ
アを採用したいからなどといったものである
（D2_23G）。 

F.  財源
LSPの活動に用いることのできる財源として
は，近隣地域再生基金があるが，Derbyshire，
Readingともその交付対象ではない。従って
LAAによる目標達成に必要な予算は，LSPに参
加する機関がそれぞれ既存の財源から賄わなくて
はならない 44）。DerbyshireのMolloy氏は，財
源について次のように説明している。

LAAには予算がない，カウンティにも，
ディストリクトにもどの会計にも予算がな
い。政府は LAAの運営，支援のための資
金を供給してくれない。Derbyshire Forum
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（注： LSPを指す）によってカバーされてい
る自治体内のパートナーは，既存の予算を
使い，既存の予算（の使途）を変更して，
LAAの優先的課題に振り向けなければなら
ない（D2_53M）。 

ただし，LSPで合意した政策上の優先度に沿っ
て，それぞれの組織の中で必要な予算が支出され
ているかどうか，チェックする権限を持つ者がい
るわけではない。Derbyshireの Gent氏は，現実
には，LAAでの合意と各機関の財源配分は必ず
しも連動していないだろうと考えている。

理論的には，私たちも，ディストリクトや
地域の戦略的保健当局（Strategic Health 
Authority）（注：各地域の医療や保健に関す
る戦略的な計画の策定や，医療機関の監督を
行う機関）のもとに行って，予算を見て，
Partnership Forum（注： LSPを指す）で合
意された優先度がどれだけ反映されているか
をチェックするべきなのである。私たちはそ
れをしてこなかった。私は，（優先度に従っ
て予算が組まれているかどうかを示す）エビ
デンスは，きわめて小さいものにすぎないだ
ろうと思っている（D3_44G）。

LAAには複数の補助金を一元化して利用でき
るという財政上のメリットがある。しかしこの制
度の活用は，ある事業に用いることのできる補
助金が複数あり，別々の機関がそれらの補助金
を得ているような場合に限定される。例えば，
Readingの Hoskin議員は，麻薬や飲酒の問題，
看護・介護（care）などの点で権限に重複のある
自治体と国民保健サービスの間では，予算を一
元化することがよく行われていると述べている
（R2_21H）。図書館の場合は，自治体 45）とほかの
パートナーとの権限の重複がなく，自治体以外の
パートナーには，図書館運営に活用できる補助金
が交付されていないため，予算一元化の制度の対
象外である（R2_28H）。
従って，LAAに NI9が選択されたことによっ

て，図書館で使える予算が増えるなどの財政面の
メリットはほとんどない。一方，財源をつけた
ら，短期的目標ばかりが追求されてしまうとし
て，新たな財源がつかなかったことを肯定的にと
らえる意見もあった。例えば Readingの Dave氏
は次のように述べている。

もし 35指標により多くの補助金（fund）を
つけたら，しばらくの間，皆がお金を追いか
けるので，緊急の戦略（emergent strategy）
を打ち出さざるを得なくなってしまい，その
結果，優先的課題は変わってしまうだろう
（R1_22D）。

G.  評価方法の問題
LAAにおいて，図書館は，住民による図
書館利用率である NI9を用いて評価される。
NI9については，第一に，サンプル数が少ない
（D1_20G），第二に「図書館の利用」という表
現が回答者にとってわかりにくいという問題が
指摘された（D2_58M）（D2_60M）。人口が多い
Derbyshireにおいてサンプル数が「非常に少な
い」と指摘された背景には，人口の違いに関わら
ず，LAAに NI9を採用した自治体については，
サンプル数が一律に 2000名と定められていると
いう制度上の問題があると思われる。「利用」の
意味については，DerbyshireのMolloy氏から，
NI9で用いる「図書館を利用したか」という表現
は，「あまりにも一般的」であり，「その質問から
は（住民は）何を聞かれているかわからないだろ
う」という指摘があった（D2_G58M）。特に，現
在，多くを占める webを通じての利用が，NI9
の「図書館の利用」に含まれているとは思わずに
回答した人々が多かったのではないかという点が
危惧されていた（D2_60M）。
利用率を唯一の評価の基準とすること自体に対
する不満もみられた。DerbyshireのMolloy氏と
Gent氏はそれぞれ次のように述べている。

質問の中身が貧弱である。なぜなら，これは
パートナーシップをもって業務を行うこと，
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図書館により多くの人を来館させるような革
新的なアイデアを生み出していることが，ど
れだけよいことなのかということとは無関係
だからだ。2000名の人々が，実際に私たち
が入手する数値に反映されているような方
法で答えているか，私たちにはわからない
（D2_60M）。

私たちのサービスが価値あるものであるとい
う多くのエビデンスを提示することはできる
し，また，私たちが合理的に効率的にサービ
スを行っているということも説明できる。
（これらに対し）どれだけの数の人が来館し
たか，どれだけの数の人が「図書館に行っ
た」と答えたかという尺度（measure）は，
非常に大雑把なものだ（D2_89G）。

Derbyshireの Lewer議員からは，図書館の価
値として，「コミュニティの中心」となって，「文
化的活動，音楽，演劇，詩の朗読，その他の行
事の場（base）を提供すること」という図書館
の持つ「場」としての機能を重視する意見が出さ
れた（D3_21L）。しかし個人の利用率を測定する
NI9では，このような社会的意義を測定すること
は困難である。社会全体にもたらす変化や効果と
いったアウトカムの側面を考えた場合には，評価
のタイムスケール（D2_90M）46）や，サービスと
結果の因果関係を示すことの困難さといった問題
も生じる（D2_92M）47）（D2_94G）。
このようなアウトカムは，Derbyshireの

Molloy氏が言うように，「図書館が私たちの生活
にとっていかに重要かというストーリー」といっ
た形でしかとらえられない（D2_91M）。Reading
の Dave氏は，図書館が「生き残る」ためには，
地域や自治体が必要とするものを予測し，住民を
援助することによって，図書館が住民にとって
「レレバント」であることを示さなければならな
いと述べている（R1_35D）。

H.  NI9が LAAの指標に採用されたことに対す
る認識

いずれの自治体も，図書館行政にとって，NI9
が LAAに採用された重要性は高いと認識して
いた。ただしそのメリットは，新たな事業を始
めることができたといった具体的なものではな
く，政策課題のひとつとして認知されたというよ
うな抽象的なレベルにとどまるものであった。
DerbyshireのMolloy氏，Gent氏，Readingの
Dave氏は，LAAに NI9が採用されたことが持
つ意味について，それぞれ次のように説明してい
る。

どの戦略ディレクターも自分の担当するサー
ビス分野が LAAの優先的課題に入ってもら
いたいと思っている，なぜならそこに入って
いなかったら，ゲームに参加することはでき
ず，いかなる予算配分も受けることができ
ず，もらえるかもしれない報奨金（reward）
も受けることができないからだ（D2_7M）。

35（の指標）の中にこの指標（NI9）がある
ということは重要だ，なぜなら，それによっ
て，テーブルの席に着くことができるからだ
（D2_63G）。

（LAAに NI9が採用されたことは）経営に
とって有益だろうか。その通りである。な
ぜなら LAAは，他の 34指標と並んで，図
書館サービスに焦点をあてるものだからであ
る。私たちは，今や，より重要な領域の一部
である（R1_6D）。

I.  LAAの制度に対する認識
LAAは，中央省庁から地域にバラバラに分
配されていた資金源を一元化できるしくみをつ
くることによって，資金の使途に対する地域の
裁量を増やすという目的をもった政策である 3）

［p. 145］。しかし現場においては，LAAが地方
分権の拡大に貢献したとは感じられていなかっ
た。例えば Derbyshireの Gent氏と Readingの
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Hoskin議員は次のように述べている。

LAAに伴って実現するだろうと思われてい
たことのひとつは，中央の監査体制の緩和
だったが，それが実現しそうなきざしはまっ
たくない（D3_38G）。

私は，LAAが意思決定の分権化を進めたと
いうのは，議論のあるところだと思う。私の
個人的な意見では，分権の進行は限定的で，
実際のところ，いくつかの点では，なんらか
の分権が実現したとはとても言えない。な
ぜなら，LAAは政府によってそのカバーす
る領域を厳密に規定されていて，政府事務所
の職員が，LAAに何を含めることができる
か，できないかについて，深く関与している
からだ（R2_10H）。

LAAの導入に伴い，中央政府による規制緩
和の一環として，図書館行政の分野では，公共
図書館の全国基準が廃止された。これについ
て Readingの Dave氏は，一律の基準で規制す
るのではなく，個々が適切な設備やサービスの
目標を決めればよいと述べ，公共図書館の全国
基準の廃止を歓迎する意見であった（R1_32D）
（R1_33D）。一方，Derbyshireの Gent氏，Molloy
氏は，中央政府の図書館サービスに対する姿勢を
示すものとして，またサービスの成果を中央政府
に示す手段として，全国基準に一定の意義があっ
たと感じている。

全国基準は意義があった。なぜなら，（中央）
政府がサービスを改善しようという意志，適
切なレベルの資源を法定サービスと言われる
ものの中に投じようという意志をもっている
ことが読みとれるからだ（D2_97G）。

私たちは，10のうち 9の基準を達成できた数
少ない自治体だ。そしてこのことは，議員に
とって，「正の強化（positive reinforcement）」
（注：ある行動を行った後，その人にとって望

ましい報酬を与えることによって，その行動
が繰り返されるよう誘導すること）として働
いた。なぜなら，これは，サービスに対する
人々の反応という意味で結果が得られただけ
でなく，Derbyshireにおいて投じられた資金
の効果を，（中央）政府に認知させたからだ
（D2_98G）。

ただし Gent氏は，同時に，全国基準のような
図書館分野単独の評価よりも，LAAのような分
野横断的な評価に加わる方が，地域の人々の広い
関心を集めることができると指摘している。

しかし（全国基準のように）特定のサービス
だけを扱う（service-specific）メカニズムに
は弱点もある。なぜならだれが聞いてくれる
かという問題があるからだ。文化・メディ
ア・スポーツ省や図書館以外には，これらの
目標に関心を持ってくれる人がどれだけいる
だろうか。LAAが私たちに与えてくれるも
のは，より大きなプラットフォームにおける
意見である。私たちは，より大きな目標に貢
献していると説明している（D2_98G）。

Molloy氏は，Derbyshireでは，図書館に対す
る議員の理解があったために，全国基準が廃止さ
れてもさほど影響を受けていないと述べている
（D2_101M）。一方，図書館に対して議員や幹部
職員の理解があまり得られていない自治体にとっ
ては，全国基準は重要であり（D2_101M），また，
多くの自治体では LAAに NI9が採用されなかっ
たことから，全国基準の廃止を加えた二重の影響
があったと指摘している。

自治体全体として言うならば，LAAは，図
書館の基準よりもはるかに重要だ。LAAの
一部である限り，図書館の基準があるかどう
かはそれほど重要ではない，しかし，多くの
自治体にとって，文化分野の図書館は LAA
の一部ではなく，このような方法で（LAA
に）加わることはなかったので，両方を失っ
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たことになる（D2_102M）。

IV.　ローカルガバナンスのもとでの
公共図書館行政

公共図書館分野における検討を通し，ローカル
ガバナンス実現のメカニズムである LSPと LAA
の制度の意義と問題点について，結論をまとめ
る。

A. LSPと LAAの制度を導入した意義
公共図書館分野において，LSPと LAAの制度

を導入した意義は次の通りである。
まず，もし政策目標として，図書館に関する指
標（NI9）が LAAに選定された場合は，その事
実が，図書館は地域の重点政策であるという「お
墨付き」となって，自治体経営において有利な立
場を獲得できたことを意味する。しかし，その反
面，他の事業との競争の結果，LAAに選定され
なかった場合は，逆に，図書館が地域の優先的課
題ではないという評価が定まるリスクを負う。
次に，自宅から図書館までの距離や年間購入点
数など，多数の指標を設けて，それぞれの目標値
を中央政府が一律に決める方法（全国基準）か
ら，NI9だけに指標を限定して，目標値の設定に
も地域の裁量を認める方法（LAA）に変えたこ
とにより，経営の自由度が拡大し，地域の実情に
合わせた図書館サービスを展開しやすくなったこ
とが挙げられる。ただ LAAに NI9が選定されな
かった地域では，全国基準が廃止され，中央によ
る規制という保護を失ったことによって，図書館
経営に深刻な影響があった可能性がある。

B.  LSPと LAAの制度の問題点
公共図書館分野の検討を通して明らかになった

LSPと LAAの制度の問題点は，次の 4点であ
る。
第一の問題点は，LSPにおける LAAの指標の
選定の根拠や過程が不明瞭であるという点であ
る。LAAの指標は，本来，それぞれの地域の実
情に基づいて，地域の優先的課題を考慮して選定

されるべきものである。しかし地域の優先的課題
を示すコミュニティ戦略は，包括的，抽象的な内
容に留まっており，図書館に関する指標を選定す
べきかどうか判断するための根拠としては不十分
である。LSPにおける関係者間の議論や意見調
整の過程は，外部からはっきりと見えず，また，
LSPのメンバーの一部に議員が含まれていても，
それ以外のメンバーは選挙によって選ばれた住
民の代表ではないことから，先行研究（第 I章 C
節）でも指摘されているように，民主的正当性と
いう点からも疑念が残る。インタビュー調査から
は，実際には，達成の見込みがある指標が選ばれ
ること 48），また，政府事務所が指標の選択や目
標設定に大きな影響力をもつことも明らかになっ
ており，必ずしも地域の優先的課題に基づく選定
になっていない面もある。
第二の問題点に，LAAにおいては連携の具体

的内容や協力パートナーの責務までとりきめてい
るわけではないことから，必ずしも効果の見込ま
れる少数の事業に資源を集中するような戦略的連
携を実現する構造になっていない点である。実際
に，今回の調査において，Derbyshire，Reading
では，それぞれパートナーシップの拡大に取り組
んでいたものの，全体として「広く浅く」の内容
に留まっていた。また LAAの協力パートナーの
責務も不明確であった。
しかし，制度の改善だけでは，図書館分野で他
のパートナーとの「深い」連携を実現することは
できないだろう。「深い」連携を実現するには，
それぞれの図書館が，現在連携している多様な
パートナーの中から，自治体や中央政府がより優
先度が高いと考えている行政課題に貢献しうるよ
うなパートナーを戦略的に選びとる必要がある。
また，図書館を運営する側でもパートナーとして
認定され，責任を果たすには，公共図書館がこれ
らの課題にどのように貢献しているか，明確に示
す必要もあるだろう。先行研究でも，LAAに博
物館・図書館・文書館が参画するには，業界全体
としてインパクトを証拠だてる必要があることが
指摘されていた 19）。ローカルガバナンスのもと
で，図書館を政策目標とする地域を増やすには，
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この点が鍵になるものと思われる。
第三の問題点は，LSPが地域の優先的課題と

して合意した内容と財源配分のしくみが連動して
いない点である。先行研究でも指摘されているよ
うに，近隣地域再生基金の交付対象地域以外では
新規の財源はほとんどない。さらに，それぞれの
パートナーが，既存の予算のなかで，合意の実現
に必要な予算措置を行うよう誘導するしくみも存
在していない。公共図書館の場合には，そもそも
図書館活動に使うことのできる中央政府の補助金
はほとんどないことから，LAAのメリットであ
る予算一元化のしくみも利用することができな
い。従って，公共図書館が地域の優先的課題とし
て選定されたとしても，財源の点ではメリットが
ない。
第四の問題点は，LAAの制度のもとでは，図
書館分野の多様な利用の一端しか評価に反映さ
れない点である。これには，NI9における「図書
館の利用」の定義のあいまいさの問題のほか，そ
もそも短期的な量的評価では測定しえない部分を
どのようにカバーするかという問題も含まれる。
LAAのような短期的・量的評価方法だけでは図
書館サービスの評価として不十分であり，多様な
方法を併用することが必要になるだろう。

C.  おわりに
2009年 以 降， 労 働 党 政 権 は，LAAか ら

Comprehensive Area Assessmentに政策の名称
を変更し，質的調査を加えるなど，制度の一部を
改善した。しかしその後，2010年 5月の総選挙
によって，労働党から政権を奪回した保守党政権
は，LAAと後継の CAAを廃止した。LSPにつ
いては，当面その地位や役割に変更はない見込
みである。保守党政権は，新たに導入した「大
きな社会（Big Society）」49）の概念のもとで，引
き続き官と民とのパートナーシップを推奨する
と共に，2011年 11月には地域主義法（Localism 
Act）を成立させ，いっそうの地方分権を進めて
おり，労働党政権下で導入されたローカルガバナ
ンスの政策方針は維持されている。
ローカルガバナンスの下では，地域の裁量によ

り，政策目標に何を取り上げ，目標レベルをどの
ように設置するかについて決定することができ
る。LSPと LAAの制度の検討を通して示してき
たように，英国でローカルガバナンスの方針を
もった制度が導入されたとき，公共図書館を政策
目標に選択した地域は少数にとどまるという結果
となった。このことから，大多数の地域におい
て，他の政策課題と比較したとき，図書館が相対
的な重要性をもつとは認識されていないことがわ
かる。LSPや LAAなどのローカルガバナンスを
実現するための制度が今後改訂されたとしても，
図書館が政策課題としての相対的な重要性をもち
えない限り，図書館サービスへの経営資源の投入
は減少し，サービスの水準が全国的に下がる恐れ
が大いにある。
このような中で，図書館界としてその重要性を
あらためて発見し，社会にアピールすることが求
められると共に，公共図書館サービスの監督権限
を持つ中央政府の行動も注目されている。インタ
ビュー調査においては，DerbyshireのMolloy氏
が次のように述べ，有効な公共図書館政策を打ち
出そうとしない当時の労働党政権の姿勢に不満を
示していた。

私たちは，保守党と労働党の間でバランスを
とっているが，そのどちらも，公共図書館に
ついての責任をとろうとはしない。これは，
彼ら（中央政府）が自治体の間に距離を置こ
うとしているせいだ。このようなことは，分
権とは言えず，また，公共図書館が，（国民
の）福祉に今後どのように貢献していくかと
いうことについてのナショナルプランがある
とは言えない（D2_108M）。

その後成立した保守党政権も，前政権と同様
に，地域の主体性を尊重するという立場から，
積極的な公共図書館政策を打ち出しておらず，
Molloy氏が指摘した状況は基本的に変わらない
ままである。さらに保守党政権によって自治体へ
の補助金を含めた大幅な財政削減が断行されたこ
とから，2011年以降，英国各地で公共図書館の
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閉館が相次いでおり，大きな社会問題になってい
る。文化・メディア・スポーツ省は事態を静観す
る構えを崩していないが，下院の文化・メディ
ア・スポーツ委員会（Culture, Media and Sport 
Committee）50）では，2012年 2月から，公共図書
館の閉館に関する審議が開始された 51）。2012年
3月現在，関係機関からの意見書の提出が終わ
り，関係者からのヒアリングが行われている段階
である。図書館界としては，政策課題としての図
書館の重要性を政治家にアピールできる貴重な機
会であると言えよう。この委員会がきっかけと
なって，中央と地方の公共図書館政策になんらか
の変化がもたらされるのか，英国の図書館界は重
要な転機を迎えている。引き続き英国の公共図書
館行政の動向を見守り，ローカルガバナンスのも
とでの公共図書館政策のあり方について考えてい
きたい。
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要 旨

【目的】英国では，ローカルガバナンスを実現するメカニズムとして，ブレア・ブラウン政権下に
おいて，地域戦略パートナーシップ（Local Strategic Partnership, LSP）と地域協定（Local Area 
Agreement, LAA）の制度が導入された。本研究の目的は，公共図書館の立場から，LSPと LAAの
制度の導入の意義と問題点を明らかにすることである。
【方法】制度の全体的な枠組みに関する文献調査と，関係者へのインタビューを含む Derbyshireと
Readingを対象とする事例調査を行った。事例調査においては，LSPの組織構造，計画内容，LAA
の指標選択の過程，主要なパートナーと連携の内容，財源，評価方法，図書館に関する指標（NI9）
が LAAに採用されたことや LAAの制度全般に対する認識に焦点をあてて分析を行った。
【結果】LSPと LAAの制度を導入した意義として，第一に，政策目標として NI9が LAAの中に選
定されれば，自治体経営において有利な立場を獲得できること，第二に，それまでの制度に比べて経
営の自由度が拡大したことを指摘した。
　一方で次のような問題点があることを指摘した。第一に，LSPにおける LAAの指標の選定の根拠
や過程が不明瞭であること，第二に，LAAにおいては具体的な連携内容まで規定するわけではない
ことから，必ずしも戦略的連携を実現する構造になっていないこと，第三に，LSPが地域の優先的
課題として合意した内容と財源配分のしくみが連動していないこと，第四に，LAAの制度のもとで
は，図書館分野の多様な利用の一端しか評価に反映できていないことをそれぞれ指摘した。


